
大 中 小 №

紹介率(%) 65.6 ％ 65.6 ％ 0.0 ％

逆紹介率(%) 65.0 ％ 65.0 ％ 0.0 ％

紹介患者数(人) 10,740 人 10,500 人 ▲ 240 人

手術件数(件) 2,973 件 2,745 件 ▲ 228 件

分娩件数(件) 300 件 210 件 ▲ 90 件

宅療養患者

後方受入人数(人)
3 人以上 7 人 4 人

在宅復帰率

（急性期病棟）(%)
96.2 ％ 97.1 ％ 0.9 ％

在宅復帰率

（回復期病棟）(%)
86.0 ％ 81.5 ％ ▲ 4.5 ％

その他
災害医療訓練参加者

数(人)
250 人 160 人 ▲ 90 人

経常収支比率(%) 99.5 ％ 94.5 ％ ▲ 5.0 ％

医業収支比率(%) 94.2 ％ 88.8 ％ ▲ 5.4 ％

修正医業収支比率

(%)
90.4 ％ 85.0 ％ ▲ 5.4 ％

医業収益対薬剤費比

率(%)
12.8 ％ 11.3 ％ ▲ 1.5 ％

医業収益対診療材料

費比率(%)
8.3 ％ 8.6 ％ 0.3 ％

医業収益対委託費比

率(%)
13.5 ％ 15.0 ％ 1.5 ％

病床利用率(%) 68.1 ％ 66.1 ％ ▲ 2.0 ％

1日あたり入院患者

数(人)
268 人 260 人 ▲ 8 人

1日あたり外来患者

数(人)
700 人 667 人 ▲ 33 人

医師1人1日あたり入

院患者数(人)
4.5 人 4.4 人 ▲ 0.1 人

医師1人1日あたり外

来患者数(人)
11.6 人 11.3 人 ▲ 0.3 人

患者1人1日あたり入

院診療収益(円)
57,000 円 55,300 円 ▲ 1,700 円

患者1人1日あたり外

来診療収益(円)
14,000 円 14,100 円 100 円

常勤医師数（人） 60.0 人 59.0 人 ▲ 1.0 人

医業収益対給与比率

(%)
58.2 ％ 62.9 ％ 4.7 ％

令和７年度 市立甲府病院経営強化プラン 点検・評価状況

項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込

増減

比較
達成度 経営協議会点検・評価

医

療

機

能

等

指

標

に

係

る

数

値

目

標

医療機能・

医療品質に

係るもの

1 －

・医業収支比率が非常に

厳しい数値。計画自体の

見直しも検討する必要が

ある。

・紹介患者だけでなく、

「選ばれる病院」となる

ような取組が必要であ

る。

・現状の実績と計画値の

乖離が大きいため、アク

ションプランや事業計画

の見直しを検討するとと

もに、PDCAサイクルを

徹底し、結果を次年度計

画に反映させることが大

切である。

経

営

指

標

に

係

る

数

値

目

標

収支改善に

係るもの

2 －

経費削減に

係るもの

収入確保に

係るもの

経営の安定

性に係るも

の

1



大 中 小 №

経

営

の

効

率

化

目標達成に

向けての具

体的な取組

職員の意識改革

3

○職員の経営意識の醸成、意

識改革を図るため、経営に関

わる研修会や意見交換会等を

実施する。

・決算状況、取組項目及び年

度中途状況等に関する、職員

説明会及び意見交換会を開催

・経営ミーティングの実施

○経営情報・目的の共有化に

より、経営参画意識を高揚

A

・救急患者の積極的な受

入れなど、病院のビジョ

ンを明確にし、全職員で

情報共有し、チームワー

クをもって取り組むこと

が大切である。

・チームワーク向上のた

め、経営数値や取組内容

など情報を公開・共有

し、職員のモチベーショ

ンを上げることも必要で

ある。

・目標設定や各取組な

ど、全職員が経営に対す

る危機感をもって取り組

むことが重要である。

民間的経営手法の導

入

4

○目標管理制度による目標

値、進捗状況の管理と確実な

実行

○全診療科、全部門に対し

て、院長・副院長を交えた意

見交換会（２回/年）の実施

○改善取組推進の体制作り

○各科・各部門から提案され

た改善案の検討

A

・患者満足度調査・市民

アンケートを定期的に実

施することで病院の評価

を把握し、患者ニーズに

合った取組を行うことが

重要である。

・診療報酬以外の収益確

保として、自由診療の導

入・拡充及び人間ドッ

ク・健診事業の拡充を検

討する必要がある。

事業規模・事業形態

の見直し

5

○経営形態の見直しについ

て、様々な協議・検討を行っ

てきたところであるが、経営

形態の見直しには課題もあ

り、当面の間、現状の地方公

営企業法一部適用を維持する

中で経営改善に努めていく。

A

経費削減・抑制対策

6

○非常勤医師の招聘割合を抑

制 B

7

○後発品医薬品及びバイオシ

ミラーへの切り替えにより薬

品費を抑制する。
A

8

○ベンチマーク分析システム

を活用した減額交渉を強化

し、薬品費の抑制を図る。

A

経営協議会点検・評価

・院内ポータルのメール機能を利用し、全職員

向けに職員の取組むべき具体的な項目を示し結

束を強めた。（R7.06）

・外部講師による講演会の実施「DPCデータか

ら見える自院の位置づけ」急性期と在宅療養後

方支援の中間というポジションの重要性を明確

にしながら、全体で同じ方向性を目指せるよう

促す。

・経営ミーティング資料を毎週配布。1日単位で

の患者数の推移等を経営層で把握し、迅速な意

思決定に役立てている。

・「幹部会議」「診療部ミーティング」を隔週

（月2回）開催して一人ひとりの経営参画意識を

高めている。

・目標設定をR7.05に実施。

・「下半期ヒヤリングシート」を作成し中間と

して、目標と実績の差、目標達成率から、その

数値の原因分析と、下半期に向けて取り組む項

目について記載を求め、より具体的にした。ま

た提出された書類を事前に分析しコメントを作

成して、意見交換会への対応を強化し臨んだ。

・目標値に対する進捗管理として、診療科別の

目標と実績の乖離を院内で毎月共有（幹部会議

での報告）している。

・院長・副院長を交えた意見交換会を全診療科

に対しては4回、全部門に対しては2回実施し

た。各科・部門の現状をきめ細かく把握し共有

した。

・経営形態については現状を鑑み、現行の地方

公営企業法一部適用を維持する中で経営改善に

努めていくこととする。

・医薬品のベンチマークデータを活用し、値引

率を改善した。

・令和6年3月に改訂された「医療用医薬品の流

通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイド

ライン」によりベンチマークを用いての値引き

交渉のみでは価格の値下げが難しくなっている

が、今後もベンチマークの活用を研究し、減額

交渉を行っていく。

・業務の効率化によるコ

スト削減を重点的に進

め、時間外勤務の削減な

どにより人件費を抑制す

る取組を進める必要があ

る。

・非常勤医師を招聘する場合には、担当業務を

明確にし、目的に合致した配置を行っている。

・後発医薬品の使用割合は9割弱。

・R7年度は17品目の切り替えが完了。

項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込
達成度

2



大 中 小 №

経

営

の

効

率

化

目標達成に

向けての具

体的な取組

経費削減・抑制対策

9

○廉価材料へのシフト及びベ

ンチマーク分析システムを活

用した減額交渉を強化し、診

療材料費の抑制を図る。

A

10

○機器の状況や修理実績等を

基に医療機器の保守契約内容

を精査し、保守費用の適正化

と最適な医療環境を確保す

る。

A

11

○高額な医療機器等の整備に

ついては、保守費用等も考慮

したトータルコストで検討

し、整備費の抑制を図る。

○保守費用を含む賃貸借契約

で整備した内視鏡下手術及び

検査機器を活用し、手術及び

検査収益を上げるとともに、

機器の保守費用の削減を図

る。

A

12

○各種設備の点検により、不

具合の早期発見・迅速な措置

を行い、安全で安心な治療・

療養環境を維持する。

○直営での修繕等を強化し修

繕費の抑制を図る。

○医療機器の予防保守(定期

点検及び消耗部品の交換)に

ついて臨床工学技士が実施

し、外注委託による点検作業

費や出張費等の経費削減に努

める。

A

13

○毎月のエネルギー使用量を

把握し、大幅な変動等がある

場合は分析、改善に努める。

○照明設備をLED化し省エネ

を図る。

○定期的に空調フィルターの

清掃等を実施し省エネを図

る。

A

14

〇専門コンサルティングを活

用した当院の診療情報データ

分析に基づく経営改善を行

う。

A

・自院と他病院の診療情報データの比較分析に

基づく診療プロセスの適正化ミーティングをコ

ンサルと行った10診療科については、診療費用

について年間約8千万円余の削減効果が見込まれ

る。

・不要な照明等の消灯や照明器具のLED化を進

めている。またエレベーターなどの設備機器の

間引き運転を実施し省エネに務めている。

・当直室、第一会議室、救急外来などのLED化

を実施。今後もLED化を進めるとともに、引き

続きエレベーターなどの設備機器の間引き運転

や不要照明の消灯を実施など、設備の効率的運

転を実施し省エネに務めていく。

経営協議会点検・評価

・ベンチマーク分析システムにおいて提案の

あった共同購買品7品目について切替の検討を

行った。

・診療材料委員会で11月末までに採用のあった

120品目のうち、6品目については、廉価品への

切替えのための申請であった。

・診療材料の契約更新や臨時購入の際には、ベ

ンチマーク分析システムから全国平均価格を把

握し、乖離が大きい材料を中心に平均価格を基

準とした減額交渉を行ったことで、値引率を改

善した。

・医療機器等の整備を検討する際は、同等機種

を対象に他メーカーによる複数機器の選定を基

本とし、メーカー競合入札により機器代金の縮

減を図った。

・保守契約については、機器の現状や修理実績

等を基に保守内容を精査・再考し、年間保守契

約からスポット点検等への移行を検討するとと

もに、複数年契約による長期値引や物価高騰に

よる保守料値上げの抑制などにより、保守料の

縮減を図った。

・医療機器等の整備を検討する際は、同等機種

を対象に他メーカーによる複数機器の選定を基

本とし、メーカー競合入札により機器代金の縮

減を図った。

・保守契約については、機器の現状や修理実績

等を基に保守内容を精査・再考し、年間保守契

約からスポット点検等への移行を検討するとと

もに、複数年契約による長期値引や物価高騰に

よる保守料値上げの抑制などにより、保守料の

縮減を図った。

・臨床工学技士が管理している医療機器の内、

令和７年度は人工呼吸器３台と透析装置３０台

の部品交換を院内で実施し約80万円ほどの外部

委託料（作業費・出張費）を削減した。しか

し、修理費においては本体の経年劣化や汚染・

破損によるものが多く、修理費削減は困難な状

況である。

項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込
達成度

3



大 中 小 №

経

営

の

効

率

化

目標達成に

向けての具

体的な取組

収入増加･確保対策

15

○DPC収益分析

・ベンチマーク分析、シェア

分析等

○診療報酬算定対策

・各種指導料等の算定の徹底

A

16

○地域包括ケア病棟の効率的

運用

・ベッドコントロール会議に

よる円滑な病床管理の強化

・総合相談センターによる患

者支援機能（在宅復帰支援・

患者相談等）の一体的な強化

・地域医療連携の更なる推進

A

17

○在宅療養後方支援病院とし

ての機能発揮

・緊急時に在宅医療を行う患

者の後方受入

A

18

○地域連携の強化と当院の得

意分野の積極的なPR活動

（マーケティング・勉強会の

実施）により、初診の紹介患

者・新入院患者を増加させ

る。

・紹介率65%かつ逆紹介率

40%の確保

・ホームページ、地域医療連

携だより、メールマガジンを

活用した積極的な情報発信

・病診、病病連携の強化（他

病院・救急隊などへのアピー

ル）

・地域医師会や医療関係機関

との積極的な交流

A

19

○救急患者を断らず受け入れ

ることの徹底

A

20

○機能評価係数・施設基準の

取得

・病棟薬剤業務実施加算の取

得（継続）

・新規加算項目の取得、上位

の加算項目取得などの施設基

準の検討、再確認

B

21

○当院の役割に対応したがん

治療提供体制の維持、がん患

者の積極的な受け入れ、がん

相談支援の継続

A

経営協議会点検・評価
項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込
達成度

・入院患者数を増やすた

め、紹介患者だけでなく

患者が自ら選んで来院す

るよう、ホームページ等

インターネット媒体を活

用した情報発信の強化や

講演会など地域向けイベ

ントを開催し、認知度向

上や広報の強化を図るこ

とが必要である。

・手術件数の増加や病床

稼働率の向上を図る必要

がある。

・在宅療養後方支援病院

としての受入れ体制を周

知し、入院患者の確保に

つなげる必要がある。

・「断らない救急」の体

制を強化し、地域医療機

関からの紹介患者を積極

的に受け入れる必要があ

る。

・医療業務の効率化、医療の安全性、病院の経

営効率を高め、また在院日数の適正化を図るこ

とを目的として、クリティカルパスの見直しを

進める。

・委員会を実施し、パスの見直しについて協議

を行った。

・救急搬送患者数は昨年度より減少見込みとな

るものの、多くの患者を受け入れている。ここ

数年、増加で推移している。

（増加理由：病院の方針である「断らない医

療」の徹底・地域医療機関への訪問推進）

・甲府市医師会、中巨摩医師会とは対面、笛吹

医師会とはWeb会議により意見交換会を行い、

積極的な交流を図った。

・地域医療（連携）勉強会を年2回開催。

・当院のＰＲ活動として地域医療支援室ホーム

ページの更新、地域連携だよりの発刊3回実施済

み。

・在宅療養後方支援体制に関する連携協定を23

の医療機関と締結した。新たに20人の登録と、

延べ7人が入院した。

・地域包括ケア病棟にて、急性期を過ぎた患者

の受入及び在宅・生活復帰へ向けた支援を積極

的に行っている。

・ベッドコントロール機能を強化し、急性期病

棟から地域包括ケア病棟への転棟や退院に際し

て、効率的かつ円滑な病床管理を行っている。

・R7年（01～12月）実績「院内がん登録数」

553人。

医療機関別係数については、新たな施設基準の

取得により昨年度末から0.0087向上した。

今年度に取得した主な施設基準

・入退院支援加算１

・腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術

・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

・慢性腎臓病透析予防指導管理料

・後発医薬品使用体制加算、入院ベースアップ

評価料、急性期看護補助体制加算は届出変更

4



大 中 小 №

目標達成に

向けての具

体的な取組

収入増加･確保対策

22

○助産師外来及びNICU機能

を有効活用し、周産期医療に

貢献していく。
B

23

○手術室の効率的運用を実現

し、手術件数の向上を達成す

る。

B

25

○急性期病棟の重症度、医

療・看護必要度を確保するた

め、在院日数の適正化を図

る。

・長期入院患者については地

域包括ケア病棟の活用ととも

に、後方連携施設の確保・強

化を行う。

A

26

○効率的な集患対策を実施

し、紹介患者の増加による予

定入院患者の確保を図る。 A

○医事機能の強化、算定対策

の徹底を図る。

・専門職による算定漏れ対策

を行い、適正な診療報酬算定

を行う。

・診療報酬管理委員会にて、

院内ルール、伝達・確認方法

の確認、見直しを行い、漏れ

のない適正な診療報酬算定を

行う。

・ベッドコントロール会議を中心に、重症度、

医療・看護必要度の安定した患者の地域包括ケ

ア病棟への転棟を適正化している。

・当院の強みや診療科の紹介を掲載したパンフ

レットを作成し、当院への紹介データを基に絞

り込んだターゲット（診療所等）を中心に配付

して当院の周知を図った。

B

経

営

の

効

率

化

・レセプトの精度調査を実施し、傾向と対策を

報告・検討し、適切な診療報酬を請求できる体

制としている。

・「一般名処方加算」や「長期収載品（医薬

品）の選定療養」について、全医師へメール発

信を行うとともに説明会を実施し、周知に努め

た。

・全医師に対し、算定漏れの可能性の高い診療

報酬のや、査定のあった加算等の算定方法やカ

ルテへの記載内容についてメール発信を行うこ

とで算定対策の徹底を図った。

・救急医療管理加算の算定漏れを防ぐため「救

急医療管理加算チェックシート」の電子運用を

開始した。

・未収金対策医業未収金対策として24時間支払

い可能なコンビニ収納の導入と、クレジット決

済のみの対応端末からバーコード決済、電子マ

ネー決済も対応可能な端末に入替を実施済み。

・マイナンバーカードによるオンライン資格確

認機能に公費及び医療扶助確認機能を追加する

改修を実施し、診療報酬算定業務の強化を図っ

た。

・入金の集計に係るシステム改修を実施し、入

金額及び未収金額の算定の効率化を図った。

・未収金に関するマニュアルや入院申込書兼誓

約書・支払誓約書、預り金の規定の整備を実施

し、診療費の回収強化を図った。

24

項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込
達成度

・NICU病棟利用率（R7見込）： 8.25％

・分娩数については産科常勤医師、非常勤医師

共に大学に要請中。

・体制強化のため従来看護師が実施していた業

務の一部を既存外部業者への委託化を開始。今

後も委託範囲を拡大を検討。

・手術データの分析システムを導入し、手術室

の稼働率等各種データを抽出し、手術枠の効率

的使用方法を検討している。

経営協議会点検・評価

5



大 中 小 №

経

営

の

効

率

化

目標達成に

向けての具

体的な取組

収入増加･確保対策

27

○人間ドック等健診事業を再

開する。

B

・人間ドックについて

は、受診メリットを積極

的にPRすることと企業

等への営業活動を強化し

新規受診者を確保するこ

とが重要である。

・市の健診事業と連携

し、健診率・精密検査受

診率を向上させ、早期発

見患者を病院の診療につ

なげる仕組みを検討する

必要がある。

その他

28

○医師確保に向け、臨床研修

医・後期研修医の積極的な受

入れを行う。

B

29

○看護師（助産師含）確保対

策の検討・実施

・院内保育所の運営方法の充

実　（夜間保育、保育年齢の

拡大、病後児・体調不良児の

保育など）

・修学資金貸付制度の啓発

・資格取得支援、資格に応じ

た待遇の見直し

・当院の特徴作り　等

A

30

○職員の離職を防ぐため、新

医療情報システムによる事務

作業の軽減、勤務緩和の実

施、看護師の適正配置、病棟

２交代制、医師事務作業補助

者の配置、夜間保育の更なる

充実、メンタルケア（臨床心

理士による）サポートを行

う。

・医師看護師等医療従事者業

務検討部会において、労働環

境整備の検討を行う。

A

31

○今後の機能整備を踏まえた

職種別定数の検討及び策定 B

【達成度】　A：取組を継続している、　B：取組を継続するが一部改善が必要、　C：令和７年度未実施　

・臨床研修医採用に向けた病院見学会や二次救

急見学会を実施するとともに、見学希望者には

随時対応した。

・研修医の確保およびPRのため、毎年山梨県医

務課が発行する山梨県内臨床研修病院ガイド

ブックへ当院の概要について掲載した。

・専攻医についても見学希望者は随時受付を

行っている。

・現状業務を踏まえた適正人員数について、各

部門から情報を収集した。今後分析を行う。

・院内保育所における夜間保育、病後児保育は

実施している。

・修学資金制度について募集を行い、新たに1名

の貸与を決定した。事業啓発活動として当院HP

に公開、県内養成機関へチラシを配布するとと

もに、山梨県HPに本制度の情報を掲載し県内各

高等学校及び看護師等学校養成所へ情報提供を

行った。

・従来の認定看護（管理看護）に加え、特定行

為看護師を養成、支援している。

・院内保育所における夜間保育、病後児保育は

実施済み。

・業務負荷軽減のため、夜間看護助手を11名配

置している。

・医師事務増員に向けて採用募集中。採用のた

めの面接等も実施している。

・医療行為が提供できる、特定行為看護師を選

出している。

・準備WGを開催して院内実施体制の整備を図る

とともに、システムの構築や操作研修、リハー

サルを実施し、業務の検証と課題を共有した。

・各健康保険組合等との調整を行い、指定健診

機関としての委託契約を締結した。

・周知・PRについては、院内ホームページ、広

報こうふへの掲載等、各種媒体を活用しPRを

行った。

・9月2日より予約受付を開始し、10月24日より

健診事業を開始した。

項　目 令和７年度

目標

令和７年度

見込
達成度 経営協議会点検・評価

6



大 中

医師・看護

師等の確保

臨床研修医

の受入れ等

を通じた若

手医師の確

保

医師の働き

方改革への

対応

経

営

形

態

の

見

直

し

経営形態見

直し計画の

概要

新

興

感

染

症

の

感

染

拡

大

時

等

に

備

え

た

平

時

か

ら

の

取

組

新興感染症

の感染拡大

時等に備え

た平時から

の取組

研修プログラムの充実、指導医の確保など、若手医師のスキルアップを図るための環

境整備を行う中で、これまでと同様、病院ホームページや病院見学会等を通じ、積極

的な周知に努めることにより、臨床研修医の確保に努めるとともに、他病院との連

携・情報交換を行うことにより、後期研修医の確保に努める。

地域の医療機関と連携し救急輪番制をとるなど医師の労働時間短縮に向けた取組を

行っている。今後は令和4年度導入したシステムにより医師の労働時間の実態を把握・

分析を行い、その結果を基に各職種（医師、看護師、コメディカル、事務局）から各

代表者が参画する検討部会において、医師の負担軽減に向けたタスクシフト/シェア推

進、ICT活用などの取組を盛り込んだ「医師労働時間短縮計画」を作成し、実践してい

く。また、計画は毎年実績等を考慮する中で、見直しを行っていく。

医師の業務負担軽減を目的とした「医師労働時間

短縮計画」を作成し、計画に基づき医師事務作業

補助者の増員に向けた採用募集を行ったほか、医

療行為が提供できる特定行為看護師を選出し講習

を受講させるなどタスクシフトを行うための取組

を行った。

臨床研修医の採用に向けた病院見学会や二次救急

見学会を実施するとともに、見学希望者には随時

対応を行い、医師採用のための積極的な取組を

行った。

また、毎年山梨県庁医務課が発行する山梨県内臨

床研修病院ガイドブックへ当院の概要を掲載依頼

しＰＲを行った。

・新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行

されたことから、感染患者の入院対応を全ての病

棟で対応を行う体制に変更した。

・山梨県と締結した医療処置協定において第1種協

定指定医療機関及び第2種協定指定医療機関に指定

され、新興感染症等が発生した際には、感染者の

入院対応や発熱外来対応を行うことになってい

る。

・新型コロナウイルス感染症対応を元に新興感染

症拡大時のマニュアルの検討をしていると共に、

新興感染症に関する研修会を実施した。

・9月に感染対策向上加算による新興感染症を想定

した訓練を山梨大学病院、山梨県立中央病院、国

立病院機構甲府病院等と連携して実施した。

○感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペース等の整備・これまで取り組

んできた院内感染防止を継続し、一般医療の機能を守りつつ、機動的適切な医療提供

体制の充実を図り、感染拡大時に転用しやすい施設・設備を整備する。

○感染拡大時における各医療機関の間での連携・役割分担の明確化・県医療対策本

部、甲府市保健所等を通じた情報収集に努める。

・災害派遣医療チームを県医療対策本部へ派遣し、入院調整やクラスター分析などの

業務を支援する。

・収束のカギとなるワクチン接種を関係機関と連携し、円滑かつ効率的に実施する。

○感染管理の専門人材の育成、感染防護具等の備蓄、院内感染対策の徹底・感染管理

部を核とし、各部署の対応状況の確認や、問題点の把握及び対策案と実施体制の構

築、感染防止対策に関するマニュアルやガイドラインの管理など、市中の蔓延状況に

応じた対応策を随時検討し、適宜適切に実施する。

医

師

・

看

護

師

等

の

確

保

と

働

き

方

改

革

項目
内容 令和７年度　状況

医師の確保について、診療科によって常勤医師の確保が難しく、非常勤医師での対応

が経費の負担につながる結果となったことから、常勤医師の確保に向け、山梨大学医

学部附属病院や他病院と連携を図り、常勤医師の確保に努める。看護師等の確保につ

いては、院内保育所の充実等、子を持つ医療職員の確保に向け、職場環境の整備に努

めていく。また、当院での就職を希望する看護学生の支援として、引き続き看護学生

就学資金貸付制度を活用し、看護師等の確保に努める。

平成25年度に市立甲府病院経営形態検討委員会にて広範囲に検討した結果、現時点で

は、現行の地方公営企業法の一部適用とし、安定的で持続性のある経営基盤の確立を

早期に実現するため、具体的な改革方針などの中期的な実施計画を策定し、経営改革

を進めていくことを決定した。

経営形態の見直しについて、様々な協議・検討を

行ってきたところであるが、経営形態の見直しに

は課題もあり、また、現行の経営形態でも改善余

地があることから、当面の間、現状の地方公営企

業法一部適用を維持する中で経営改善に努めてい

く。

7



大 中

施

設

・

設

備

の

最

適

化

施設・設備

の適正管理

と整備費の

抑制

デジタル化

への対応

・医療安全を最優先に医療の質と患者本位の診療、地域連携の強化など、当院のビ

ジョンや果たすべき役割に必要となる医療情報システムの構築を図ることを基本とす

る。

・医療情報システムにおいては、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

に準拠するものとする。

・患者の個人情報の取り扱いに細心の注意を払うこととし、マイナンバーカード等の

利用を積極的に推進し患者誤認を防止するシステムの構築を図る。

・国が定めている医療におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の導入を検

討する。

・外部からのサイバー攻撃に対し堅牢なネットワーク構築を図るとともに万が一を想

定し多世代バックアップ等万全を図る。また職員に対して情報リテラシの向上をする

ための教育・研修を充実する。

施設設備の改修等については、今後委員会等で再

確認・再検討を行う。

医療機器等の整備については、複数メーカーによ

る競合入札により機器代金の縮減を図り、保守契

約については、機器の現状や修理実績等を基に保

守内容を精査・再考し、年間保守契約からスポッ

ト点検等への変更を検討するとともに、複数年契

約とすることで長期値引や物価高騰による保守料

値上げの抑制を行い、保守料の縮減を図った。単

年度の施設維持に関する業務委託については、各

施設の使用状況や点検結果に基づいて適切な設計

を行った。また、ナースステーション等のLED化

や不要な照明等の消灯、エレベーターなどの設備

機器の間引き運転を実施し省エネに努めた。

医療情報システム更新を通じ、情報セキュリティ

対策の強化、最新の医療情報システムの安全管理

に関するガイドラインへの準拠、医療情報のバッ

クアップ体制の強化等を図った。

内容 令和７年度　状況

・機器の状況や修理実績等を基に医療機器の保守契約内容を精査し、保守費用の適正

化と最適な医療環境を確保する。

・高額な医療機器等の整備については、原則リース対応とし購入は必要最低限に留め

る。また保守費用等も考慮したトータルコストで検討し、整備費の抑制を図る。

・令和5年度に更新が予定されているMRI装置についても、保守も含めたトータルコス

トを考慮したリース契約とし、整備費抑制を図る。

・保守費用を含む賃貸借契約で整備した内視鏡下手術及び検査機器を活用し、手術及

び検査収益を上げるとともに、機器の保守費用の削減を図る。

・医療機器の予防保守(定期点検及び消耗部品の交換)について臨床工学技士が実施

し、外注委託による点検作業費や出張費等の経費削減に努める。

・放射線治療装置（リニアック）については、収支改善の状況を勘案する中で更新を

検討していく。

項目
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